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1

清
華
簡『
説
命
』の
文
献
的
特
質

─
天
の
思
想
を
中
心
に

─

金
城 

未
来

キ
ー
ワ
ー
ド
：
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
／
清
華
簡『
説
命
』／
偽
古
文『
尚
書
』説
命
／
天

は
じ
め
に

　

近
年
、
中
国
大
陸
で
は
次
々
と
新
出
土
文
献
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
用
い
た
古
代
史
の
再
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
中
で

も
、
特
に
注
目
を
集
め
て
い
る
の
が
、『
尚
書
』
関
連
文
献
を
多
く
含
む
「
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
清
華
簡
）」
で
あ
る
。『
清
華
大
学

蔵
戦
国
竹
簡
〔
壹
〕』
（
1
）

の
前
言
に
よ
れ
ば
、
清
華
簡
に
は
、
お
お
よ
そ
竹
簡
二
四
〇
〇
枚
が
含
ま
れ
て
お
り
、
経
書
関
連
文
献
や
古
逸

文
献
等
六
十
篇
以
上
の
内
容
が
見
え
る
と
い
う
。

　

筆
者
は
ま
ず
、
そ
の
内
の
『
尚
書
』
関
連
文
献
『
周
武
王
有
疾
周
公
所
自
以
代
王
之
志
（
金
縢
）』
に
つ
い
て
、
そ
の
文
献
的
特
質
を

考
察
し
た
。
（
2
）『

金
縢
』
は
今
本
『
尚
書
』
の
一
篇
に
数
え
ら
れ
る
文
献
で
あ
る
が
、
清
華
簡
『
金
縢
』
と
今
本
『
尚
書
』
金
縢
と
を
比
較

す
る
と
、
そ
こ
に
は
篇
題
か
ら
呼
称
表
記
、
さ
ら
に
は
内
容
に
及
ぶ
ま
で
、
様
々
な
相
違
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
清
華
簡
『
金
縢
』
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の
み
で
は
、『
尚
書
』
変
遷
の
過
程
を
辿
り
、
ま
た
清
華
簡
に
含
ま
れ
る
『
尚
書
』
関
連
文
献
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
は
不

十
分
で
あ
る
と
感
じ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
二
〇
一
二
年
十
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
〔
参
〕』
に
所
収
の
『
尚

書
』
関
連
文
献
『
説え

つ
め
い命

』
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
そ
の
文
献
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

一
、
清
華
簡『
説
命
』に
つ
い
て

　

ま
ず
、
清
華
簡
『
説
命
』
の
書
誌
情
報
に
つ
い
て
、
整
理
者
（
原
釈
文
担
当
者
）
の
「
説
明
」
を
参
考
に
概
説
す
る
。

　

本
篇
の
整
理
者
は
李
学
勤
氏
。
上
・
中
・
下
の
三
篇
よ
り
な
り
、
全
篇
を
通
し
て
同
一
人
物
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
簡
長
は
約
四
十
五
セ
ン
チ
。
竹
簡
数
は
全
二
十
四
簡
（『
説
命
上
』
全
七
簡
、『
説
命
中
』
全
七
簡
、『
説
命
下
』
全
十
簡
）
（
3
）

で
、
竹
簡
背
面
に
は
配
列
の
順
序
を
示
す
番
号
が
附
さ
れ
て
い
る
た
め
、
錯
簡
や
脱
簡
の
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
上
・
中
・

下
、
各
篇
の
最
終
簡
背
面
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
篇
題
「
傅
説
之
命
」
が
見
え
る
。
（
4
）

　

次
に
、
本
篇
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
た
い
。「
説
命
」
と
称
さ
れ
る
文
献
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
と
お

り
、
漢
初
の
伏
生
が
伝
え
る
今
文
『
尚
書
』
に
は
見
え
ず
、
東
晋
の
梅
賾
が
献
上
し
た
偽
古
文
『
尚
書
』
よ
り
そ
の
内
容
が
確
認
で
き
る

文
献
で
あ
る
。
書
序
に
は
「
高
宗
夢
得
説
、
使
百
工
営
求
諸
野
、
得
諸
傅
巌
。
作
『
説
命
』
三
篇
（
高
宗
夢
に
説え

つ

を
得
、
百
工
を
し
て
諸こ
れ

を
野
に
営
求
せ
し
め
、
諸
を
傅ふ

 

巌が
ん

に
得
た
り
。『
説
命
』
三
篇
を
作
る
）」
と
あ
り
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
篇
数
が
清
華
簡
『
説
命
』
と
合
致

す
る
が
、
偽
古
文
『
尚
書
』
説
命
と
清
華
簡
『
説
命
』
と
を
対
照
す
れ
ば
、
多
く
の
相
違
点
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
こ
で
、
両
文
献

を
比
較
し
や
す
い
よ
う
、
次
に
対
照
表
を
作
成
し
た
。
対
照
表
で
は
、
文
意
が
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
波
線
や
破

線
な
ど
の
記
号
を
附
し
て
い
る
。
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偽
古
文『
尚
書
』説
命

清
華
簡『
説
命
』

上
篇

王
宅
憂
、
亮
陰
三
祀
。
既
免
喪
、
其
惟
弗
言
。

群
臣
咸
諫
于
王
、
曰
「
嗚
呼
。
知
之
曰
明
哲
、
明
哲
実
作
則
。
天
子
惟

君
万
邦
、
百
官
承
式
」。

王
言
惟
作
命
、
不
言
、
臣
下
罔
攸
稟
令
。
王
庸
作
書
以
誥
曰
「
以
台
正

于
四
方
、
惟
恐
徳
弗
類
、
茲
故
弗
言
。
恭
黙
思
道
、
夢
帝
賚
予
良
弼
、

其
代
予
言
」。

乃
審
厥
象
、
俾
以
形
旁
求
于
天
下
。

説
築
傅
巌
之
野
、
惟
肖
。
爰
立
作
相
、
王
置
諸
其
左
右
。

命
之
曰
「
朝
夕
納
誨
、
以
輔
台
徳
。
若
金
、
用
汝
作
礪
。
若
済
巨
川
、

用
汝
作
舟
楫
。
若
歳
大
旱
、
用
汝
作
霖
雨
。
啓
乃
心
、
沃
朕
心
、
若
薬

弗
瞑
眩
、
厥
疾
弗
瘳
。
若
跣
弗
視
地
、
厥
足
用
傷
。
惟
曁
乃
僚
、
罔
不

上
篇

惟
殷
王
賜
説
于
天
、
用
爲
失
仲
使
人
。
王
命
厥
百
工
向
、
以
貨
徇

求
説
于
邑
人
。
惟
弼
人
得
説
于
傅
巖
、
厥
俾
繃
弓
、
引
關
辟
矢
。

説
方
築
城
、
縢
降
庸
力
、
厥
説
之
狀
、
腕
肩
如
椎
。

王
廼
訊
説
曰
「
帝
抑
尓
以
畀
余
、
抑
非
」。

説
廼
曰
「
惟
帝
以
余
畀
尓
、
尓
左
執
朕
袂
、
尓
右
稽
首
」。

王
曰
「
亶
然
」。

天
廼
命
説
伐
失
仲
。
失
仲
是
生
子
、
生
二
牡
豕
。

失
仲
卜
曰
「
我
其
殺
之
」、「
我
其
已
、
勿
殺
」。
勿
殺
是
吉
。

失
仲
違
卜
、
乃
殺
一
豕
。
説
于
圍
伐
失
仲
、
一
豕
乃
旋
保
以
逝
、

廼
踐
、
邑
人
皆
從
、
一
豕
隨
仲
之
自
行
、
是
爲
赦
俘
之
戎
。

其
惟
説
邑
、
在
北
海
之
州
、
是
惟
圜
土
。
説
來
、
自
從
事
于
殷
、

王
用
命
説
爲
公
。

中
篇

説
來
自
傅
巖
、
在
殷
。
武
丁
朝
于
門
、
入
在
宗
。

王
原
比
厥
夢
、
曰
「
汝
來
惟
帝
命
」。

説
曰
「
允
若
時
」。

﹇
表
1
﹈偽
古
文
『
尚
書
』説
命
と
清
華
簡
『
説
命
』と
の
対
照
表
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同
心
、
以
匡
乃
辟
。
俾
率
先
王
、
迪
我
高
后
、
以
康
兆
民
。
嗚
呼
、
欽

予
時
命
、
其
惟
有
終
」。

説
復
于
王
曰「
惟
木
従
縄
則
正
、
后
従
諫
則
聖
。
后
克
聖
、
臣
不
命
其
承
、

疇
敢
不
祗
若
王
之
休
命
」。

武
丁
曰
「
來
格
汝
説
、
聽
戒
朕
言
、
漸
之
于
乃
心
。
若
金
、
用
惟

汝
作
礪
。
古
我
先
王
滅
夏
、
燮
强
、
捷
蠢
邦
、
惟
庶
相
之
力
勝
、

用
孚
自
邇
。
敬
之
哉
、
啓
乃
心
、
日
沃
朕
心
。
若
藥
、
如
不
瞑
眩
、

越
疾
罔
瘳
。
朕
畜
汝
、
惟
乃
腹
、
非
乃
身
。
若
天
旱
、
汝
作
淫
雨
。

若
津
水
、
汝
作
舟
。
汝
惟
茲
説
底
之
于
乃
心
。
且
天
出
不
祥
、
不

徂
遠
、
在
厥
胳
、
汝
克

視
四
方
、
乃
俯
視
地
。
心
毀
惟
備
。
敬

之
哉
、
用
惟
多
德
。

且
惟
口
起
戎
出
好
、
惟
干
戈
作
疾
、
惟
衣
載
病
、
惟
干
戈
眚
厥
身
。

若
抵
不
視
、
用
傷
、
吉
不
吉
。
余
告
汝
若
時
、
志
之
于
乃
心
」。

中
篇

惟
説
命
総
百
官
、
乃
進
于
王
曰
「
嗚
呼
、
明
王
奉
若
天
道
、
建
邦
設
都
、

樹
后
王
君
公
、
承
以
大
夫
師
長
、
不
惟
逸
予
、
惟
以
乱
民
。
惟
天
聡
明
、

惟
聖
時
憲
、
惟
臣
欽
若
、
惟
民
従
乂
。

惟
口
起
羞
、
惟
甲
冑
起
戎
、
惟
衣
裳
在
笥
、
惟
干
戈
省
厥
躬
。
王
惟
戒

茲
、
允
茲
克
明
、
乃
罔
不
休
。
惟
治
乱
在
庶
官
。
官
不
及
私
昵
、
惟
其
能
。

爵
罔
及
悪
徳
、
惟
其
賢
。
慮
善
以
動
、
動
惟
厥
時
。
有
其
善
、
喪
厥
善
。

矜
其
能
、
喪
厥
功
。
惟
事
事
、
乃
其
有
備
、
有
備
無
患
。
無
啓
寵
納
侮
、

無
恥
過
作
非
。
惟
厥
攸
居
、
政
事
惟
醇
。
黷
于
祭
祀
、
時
謂
弗
欽
。
礼

煩
則
乱
、
事
神
則
難
」。

王
曰
「
旨
哉
、
説
。
乃
言
惟
服
。
乃
不
良
于
言
、
予
罔
聞
于
行
」。

説
拜
稽
首
曰「
非
知
之
艱
、
行
之
惟
艱
。
王
忱
不
艱
、
允
協
于
先
王
成
徳
、

惟
説
不
言
有
厥
咎
」。

下
篇

王
曰「
来
、
汝
説
。
台
小
子
旧
学
于
甘
盤
、
既
乃
遯
于
荒
野
、
入
宅
于
河
。

自
河
徂
亳
、
曁
厥
終
罔
顕
。
爾
惟
訓
于
朕
志
。
若
作
酒
醴
、
爾
惟
麴
糱
。

若
作
和
羹
、
爾
惟
塩
梅
。
爾
交
修
予
、
罔
予
棄
、
予
惟
克
邁
乃
訓
」。

説
曰「
王
、
人
求
多
聞
、
時
惟
建
事
。
学
于
古
訓
、
乃
有
獲
。
事
不
師
古
、

下
篇

…
…
員
、
經
德
配
天
、
余
罔
有
斁
言
。
小
臣
罔
俊
在
朕
服
、
余
惟

命
汝
説
融
朕
命
、
余
柔
遠
能
邇
、
以
益
視
事
、
弼
永
延
、
作
余
一

人
」。

王
曰
「
説
、
旣
亦
詣
乃
服
、
勿
易
俾
越
。
如
飛
雀
罔
畏
離
、
不
惟
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清
華
簡
『
説
命
』
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
も
述
べ
た
が
、
（
5
）

以
下
、
簡
潔
に
そ
の
内
容
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

清
華
簡
『
説
命
上
』
に
は
、
殷
王
（
武
丁
）
が
失
仲
の
使
人
で
あ
る
傅
説
を
天
よ
り
賜
る
宣
託
を
受
け
、
後
に
傅
説
が
失
仲
を
伐
ち
、

自
ら
進
ん
で
殷
に
赴
き
、
王
に
用
い
ら
れ
て
公
と
な
っ
た
と
い
う
内
容
が
見
え
る
。
し
か
し
、
偽
古
文
『
尚
書
』
説
命
上
に
、「
失
仲
」

（
現
時
点
に
お
い
て
未
詳
）
な
る
人
物
は
登
場
せ
ず
、
ま
た
清
華
簡
『
説
命
』
に
は
、
偽
古
文
『
尚
書
』
説
命
に
見
え
ぬ
「
説
邑
の
所
在

地
（
北
海
之
州
）」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
点
が
、
両
文
献
の
相
違
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
清
華
簡
『
説
命
中
』
に
は
、
傅
説
が
殷
に
至
っ
た
後
、
武
丁
が
傅
説
に
対
し
、
政
治
を
し
っ
か
り
と
支
え
る
よ
う
呼
び
か
け
る

内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
偽
古
文
『
尚
書
』
説
命
上
お
よ
び
説
命
中
に
類
似
の
文
言
が
見
え
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
点
か

以
克
永
世
匪
説
攸
聞
。
惟
学
遜
志
、
務
時
敏
、
厥
修
乃
来
。
允
懐
于
茲
、

道
積
于
厥
躬
。
惟
教
学
半
、
念
終
始
典
于
学
、
厥
徳
修
罔
覚
。
監
于
先

王
成
憲
、
其
永
無
愆
。
惟
説
式
克
欽
承
、
旁
招
俊
乂
、
列
于
庶
位
」。

王
曰
「
嗚
呼
、
説
、
四
海
之
内
、
咸
仰
朕
徳
、
時
乃
風
。
股
肱
惟
人
、

良
臣
惟
聖
。
昔
先
正
保
衡
、
作
我
先
王
、
乃
曰
『
予
弗
克
俾
厥
后
惟
堯
・

舜
、
其
心
愧
恥
、
若
撻
于
市
』。
一
夫
不
獲
、
則
曰
『
時
予
之
辜
』。

佑
我
烈
祖
、
格
于
皇
天
。
爾
尚
明
保
予
、
罔
俾
阿
衡
、
専
美
有
商
。
惟

后
非
賢
不
乂
、
惟
賢
非
后
不
食
。
其
爾
克
紹
乃
辟
于
先
王
、
永
綏
民
」。

説
拜
稽
首
曰
「
敢
対
揚
天
子
之
休
命
」。

鷹
隼
、
廼
弗
虞
民
、
厥
其
禍
亦
羅
于

」。

王
曰
「
説
、
汝
毋
忘
曰
『
余
克
享
于
朕
辟
』。
其
又
廼
司
四
方
民
丕

克
明
、
汝
惟
有
萬
壽
在
乃
政
。
汝
亦
惟
克
顯
天
、
恫
瘝
小
民
、
中

乃
罰
、
汝
亦
惟
有
萬
福
業
業
在
乃
服
」。

王
曰
「
説
、
晝
如
視
日
、
夜
如
視
辰
、
時
罔
非
乃
載
。
敬
之
哉
。

若
賈
、
汝
毋
非
貨
如

石
」。

王
曰
「
説
、
余
旣
諟
劼
毖
汝
、
使
若
玉
冰
、
上
下
罔
不
我
儀
」。

王
曰
「
説
、
昔
在
大
戊
、
克
漸
五
祀
、
天
章
之
用
九
德
、
弗
易
百
姓
。

惟
時
大
戊
謙
曰『
余
不
克
辟
萬
民
。
余
罔
墜
天
休
、
式
惟
三
德
賜
我
、

吾
乃
敷
之
于
百
姓
。
余
惟
弗
雍
天
之
嘏
命
』」。

王
曰
「
説
、
毋
獨
乃
心
、
敷
之
于
朕
政
、
欲
汝
其
有
友
勑
朕
命
哉
」。
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ら
、
偽
古
文
『
尚
書
』
説
命
と
清
華
簡
『
説
命
』
の
分
篇
箇
所
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
清
華
簡
上
篇

お
よ
び
下
篇
で
は
、
武
丁
の
呼
称
が
「
殷
王
」「
王
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
中
篇
に
は
「
武
丁
」
と
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る

箇
所
が
あ
る
こ
と
も
、
三
篇
の
関
連
性
や
独
立
性
を
考
え
る
上
で
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

清
華
簡
『
説
命
下
』
に
も
、
王
（
武
丁
）
が
様
々
な
訓
辞
や
「
大
戊
」
の
故
事
な
ど
を
引
き
、
中
篇
同
様
、
傅
説
に
対
し
て
政
治
を
支

え
る
よ
う
呼
び
か
け
る
内
容
が
見
え
る
。
し
か
し
、
上
篇
・
中
篇
と
異
な
り
、
下
篇
に
は
偽
古
文
『
尚
書
』
説
命
と
類
似
す
る
文
句
が
全

く
見
ら
れ
ぬ
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
相
違
点
は
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
整
理
者
の
李
学
勤
氏
は
、『
礼
記
』
文
王
世
子
や
学
記
等
が
引
用
す
る
『
説

命
』
の
文
句
が
、
清
華
簡
『
説
命
』
に
は
見
え
ぬ
点
に
つ
い
て
、『
説
命
』
の
伝
本
に
差
異
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

趙
平
安
氏
は
、
清
華
簡
上
篇
を
本
文
の
背
景
を
説
明
し
た
書
序
に
あ
た
る
も
の
、
中
篇
・
下
篇
を
『
説
命
』
本
文
と
捉
え
て
い
る
。
（
6
）
確

か
に
、
両
氏
の
推
測
に
は
一
定
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
偽
古
文
『
尚
書
』
お
よ
び
清
華
簡
の
他
に
、『
説
命
』
の
ま
と

ま
っ
た
テ
キ
ス
ト
は
見
ら
れ
ず
、
現
時
点
で
は
、
こ
れ
以
上
こ
の
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
清
華
簡
『
説
命
』
に
お
い
て
特
徴
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
天
」
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

特
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
清
華
簡『
説
命
』に
見
え
る
天
・
天
命

（
1
）清
華
簡『
説
命
』に
見
え
る
天
の
記
述

　

天
は
、
殷
代
に
最
高
神
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
た
上
帝
を
、
周
王
朝
や
周
代
の
学
者
達
が
独
自
に
継
承
・
発
展
さ
せ
た
存
在
で
あ
る
。
（
7
）
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初
め
て
金
文
資
料
に
「
天
」
の
記
述
が
見
え
る
「
大
盂
鼎
銘
」
や
、
上
帝
と
天
と
が
併
用
さ
れ
る
『
毛
詩
』『
尚
書
』
に
は
、
殷
周
革
命

の
理
由
付
け
と
し
て
、
文
王
（
お
よ
び
武
王
）
が
「
天
命
」
を
受
け
て
周
を
興
し
た
と
す
る
内
容
が
散
見
す
る
。
し
か
し
、
周
王
朝
の
権

威
が
衰
退
す
る
春
秋
戦
国
期
の
文
献
に
は
、「
天
」
や
「
天
命
」
が
周
の
正
当
性
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
以
外
に
も
利
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
諸
侯
が
天
命
を
直
接
天
よ
り
受
け
、「
王
」
や
「
覇
者
」
と
し
て
天
下
を
統
治
す
る
と
い
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
（
8
）

こ
の
よ
う
に
、
天
の
思
想
は
時
代
ご
と
に
変
容
し
つ
つ
、
人
々
に
受
容
さ
れ
活
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
清
華
簡
『
説
命
』
に
見
え
る
「
天
」
の
記
述
に
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
本
篇

に
お
け
る
「
天
」
の
記
述
八
箇
所
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。

①
惟
殷
王
賜
説
于
天
、
用
爲
失
仲
使
人
。（
惟こ

れ
殷
王
説え
つ

を
天
よ
り
賜
う
に
、
用
て
失
仲
の
使
人
爲
り
。）（
上
篇
）

②
王
曰
「
亶
然
」。
天
廼
命
説
伐
失
仲
。（
王
曰
く
「
亶ま
こ
とに

然
り
」
と
。
天
廼
ち
説え
つ

に
命
じ
て
失
仲
を
伐
た
し
む
。）（
上
篇
）

③ 

且
天
出
不
祥
、
不
徂
遠
、
在
厥
胳
、
汝
克

視
四
方
、
乃
俯
視
地
。（
且も

し
天
不
祥
を
出
す
に
、
遠
に
徂お
よ

ば
ず
、
厥
の
胳
に
在
れ
ば
、

汝
克
く
四
方
を

視
し
、
乃
ち
地
を
俯
視
せ
よ
。）（
中
篇
）

　
　
【
筆
者
注
】 「
胳
」
に
つ
い
て
、
子
居
氏（9
）は

「
腋
下
」
と
し
、「
変
生
肘
腋
」
の
成
語
か
ら
も
窺
え
る
と
お
り
「
側
近
之
地
」
の
意
で
、「
遠
」
の

対
義
語
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

④
經
德
配
天
（
經
德
天
に
配
し
）（
下
篇
）

　
　
【
筆
者
注
】
④
に
つ
い
て
、
子
居
氏
は
『
逸
周
書
』
武
寤
の
「
王
克
配
天
、
合
于
四
海
」
と
類
似
す
る
意
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑤
汝
亦
惟
克
顯
天
（
汝
も
亦
た
惟こ

れ
克
く
天
を
顯
か
に
し
）（
下
篇
）

⑥
天
章
之
用
九
德
、
弗
易
百
姓
。（
天
之
を
章
す
る
に
九
德
を
用
て
し
、
百
姓
を
易
え
ず
。）（
下
篇
）

　
　
【
筆
者
注
】 「
易
」
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
『
左
伝
』
襄
公
四
年
の
杜
預
注
に
「
猶
軽
也
」
と
あ
る
こ
と
を
引
い
て
説
明
し
て
お
り
、
一
方
、
子
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居
氏
は
「
変
」
の
意
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

⑦
余
罔
墜
天
休
（
余
天
休
を
墜う
し
なう

こ
と
罔な

く
）（
下
篇
）

⑧
余
惟
弗
雍
天
之
嘏
命
。（
余
惟
れ
天
の
嘏か
め
い命

を
雍
せ
ず
。）（
下
篇
）

　
　
【
筆
者
注
】 「
雍
」
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
『
逸
周
書
』
大
戒
の
注
「
言
閉
塞
不
行
也
」
を
引
く
。
ま
た
、「
嘏
」
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
『
爾

雅
』
釈
詁
を
引
き
「
大
也
」
と
し
、
王
引
之
『
経
義
述
聞
』
尚
書
下
は
「
格
読
為
嘏
、
格
命
、
嘏
命
也
」
と
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
右
記
④
⑤
で
は
、
天
が
畏
敬
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
存
在
を
称
え
、
そ
れ
に
従
お
う
と
す
る
王
側
の
態
度
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
天
」
の
語
句
は
見
え
る
も
の
の
、
天
が
人
に
積
極
的
に
働
き
か
け
る
内
容
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

一
方
、
①
で
は
殷
王
武
丁
が
天
か
ら
賢
臣
傅
説
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
内
容
が
示
さ
れ
、
②
で
は
傅
説
が
天
か
ら
賜
っ
た
人
物
に
間
違

い
な
い
と
確
信
し
た
武
丁
の
発
言
の
直
後
、
天
が
傅
説
に
失
仲
討
伐
の
命
を
下
す
内
容
が
見
え
る
。
ま
た
、
③
⑥
⑦
⑧
で
も
「
天
が
不
吉

な
こ
と
を
起
こ
す
」「
天
が
（
大
戊
を
）
称
賛
す
る
」「
天
の
素
晴
ら
し
き
命
（
福
）
を
断
つ
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
」
等
、
天
が
恩
恵

や
災
い
を
降
す
人
格
神
的
存
在
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
（
10
）

　

中
で
も
特
に
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
失
仲
討
伐
の
「
天
命
」
が
臣
下
の
「
傅
説
」
に
下
っ
た
と
さ
れ
る
②
の
記
述
で
あ
る
。
整
理
者
は

該
当
箇
所
を
全
て
武
丁
の
言
と
す
る
が
、
李
鋭
氏
は
、
王
の
発
言
は
「
亶
然
」
ま
で
で
あ
り
、
後
述
の
「
天
乃
命
説
伐
失
仲
」
は
、
武
丁

の
語
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
（
11
）

確
か
に
、『
説
命
』
の
図
版
を
確
認
す
れ
ば
、「
亶
然
」
の
下
に
黒
釘
が
見
え
、
こ
こ
で

文
意
が
区
切
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、「
天
乃
命
説
伐
失
仲
」
を
地
の
文
と
考
え
れ
ば
、
天
が
王
で
は
な

く
、
そ
の
臣
下
の
傅
説
に
直
接
討
伐
の
命
を
下
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
、
そ
う
い
っ
た
記
述
は
伝
世
文
献
中
に
見
受
け
ら
れ
る

も
の
な
の
か
。
ま
た
、
子
居
氏
は
、
武
丁
の
言
を
「
亶
然
」
ま
で
と
す
る
も
の
の
、「
天
乃
命
」
に
つ
い
て
は
武
丁
の
命
で
あ
ろ
う
と
し
、
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人
君
が
天
命
に
仮
託
す
る
こ
と
は
、
古
代
で
は
よ
く
見
か
け
る
論
述
法
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
（
12
）
そ
れ
で
は
、
子
居
氏
が
言
う
古
代
に
お

け
る
頻
出
表
現
「
人
君
が
天
命
に
仮
託
し
て
命
を
下
す
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
か
。
次
節

で
確
認
し
て
み
た
い
。

（
2
）天
命
と
王
命

　

ま
ず
、『
尚
書
』
に
お
け
る
用
例
、
特
に
天
命
に
因
っ
て
討
伐
に
及
ぶ
内
容
が
記
さ
れ
る
次
の
二
例
を
見
て
み
よ
う
。

① 

有
扈
氏
威
侮
五
行
、
怠
棄
三
正
。
天
用
勦
絶
其
命
。
今
予
惟
恭
行
天
之
罰
。（
有
扈
氏
五
行
を
威
侮
し
、
三
正
を
怠
棄
す
。
天
用も
っ

て
其

の
命
を
勦
絶
す
。
今
予
れ
惟す

な
わち

天
の
罰
を
恭
行
す
。）（
今
本
『
尚
書
』
甘
誓
）

② 

帝
曰
「
咨
禹
、
惟
時
有
苗
弗
率
、
汝
徂
征
」。
禹
乃
会
群
后
、
誓
于
師
曰
「（
中
略
）
蠢
茲
有
苗
、
昏
迷
不
恭
、
侮
慢
自
賢
、
反
道
敗

徳
。（
中
略
）
天
降
之
咎
。
肆
予
以
爾
衆
士
、
奉
辞
伐
罪
（
帝
曰
く
「
咨あ

あ

禹
、
惟
だ
時
の
有
苗
の
み
率
し
た
が
わざ

れ
ば
、
汝
徂ゆ

き
て
征
せ
よ
」

と
。
禹
乃
ち
群
后
に
会
し
、
師
に
誓
っ
て
曰
く
「（
中
略
）
蠢
す
る
茲こ

の
有
苗
、
昏
迷
不
恭
に
し
て
、
侮
慢
自
ら
賢
と
し
、
道
に
反
き

徳
を
敗
る
。（
中
略
）
天
之
に
咎
を
降
す
。
肆い

ま

予
爾
衆
士
を
以
て
、
辞
を
奉
じ
罪
を
伐
つ
）（
偽
古
文
『
尚
書
』
大
禹
謨
）

　

①
に
は
、
夏
王
が
服
従
し
な
い
有
扈
氏
を
「
天
罰
」
と
称
し
て
伐
と
う
と
す
る
内
容
が
見
え
る
。
ま
た
②
は
偽
古
文
『
尚
書
』
で
は
あ

る
が
、
舜
が
禹
に
位
を
譲
っ
た
後
に
、
道
義
に
反
し
た
行
動
を
取
る
有
苗
の
討
伐
を
命
じ
た
記
述
が
見
え
る
。
こ
こ
で
も
、
舜
の
命
を
受

け
た
禹
が
、
そ
れ
を
「
天
罰
」
と
関
連
づ
け
て
討
伐
を
行
お
う
と
し
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
②
の
内
容
に
つ
い
て
は
、『
墨

子
』
非
攻
下
に
類
似
し
た
記
述
が
見
え
、
（
13
）
そ
こ
で
は
古
代
聖
王
の
征
伐
は
誅
伐
で
あ
り
、
不
義
に
は
当
た
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、『
尚
書
』
湯
誓
、『
左
伝
』
昭
公
十
一
年
や
『
国
語
』
晋
語
に
も
、
道
義
に
反
す
る
振
る
舞
い
を
す
る
他
国
を
天
罰
（
天
の
意

思
）
に
託
け
て
征
伐
し
よ
う
と
す
る
君
主
の
姿
が
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
先
秦
の
文
献
に
見
え
る
天
命
の
記
述
は
、
す
べ
て
国
家
の
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最
高
統
治
者
で
あ
る
「
王
」
や
「
諸
侯
」
が
、
討
伐
を
正
当
化
す
る
目
的
で
主
張
す
る
内
容
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
直
接
天
よ
り
「
臣

下
（
陪
臣
）」
に
討
伐
の
命
が
下
っ
た
と
さ
れ
る
記
述
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、『
尚
書
』
君
奭
に
見
え
る
周
公
旦
が
召
公
奭
に
対

し
て
述
べ
た
言
「
今
汝
永
念
、
則
有
固
命
、
厥
乱
（
治
）
明
我
新
造
邦
（
今
汝
永
く
念お

も

は
ば
、
則
ち
固
命
を
有
し
、
厥
の
乱ち

 

（
治
）
我
が

新
造
邦
を
明
に
せ
ん
）」
の
よ
う
に
、
よ
く
よ
く
天
の
加
護
が
移
り
変
わ
る
こ
と
を
考
え
謹
ん
だ
な
ら
、
召
公
奭
は
天
よ
り
定
命
を
受
け

る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
記
述
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
文
脈
上
、
あ
く
ま
で
も
伊
尹
や
閎
夭
、
散
宜
生
の
よ
う
な
王
の
政
治
を
補
佐
す
る

賢
臣
と
し
て
の
命
、
す
な
わ
ち
「
我
が
新
造
邦
（
周
）
を
光
明
な
ら
し
め
る
命
」
を
召
公
奭
が
受
け
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
（
14
）
そ
の
た
め
、
や
は
り
清
華
簡
『
説
命
』
に
お
け
る
天
命
も
、
国
家
統
治
上
重
要
と
考
え
ら
れ
る
軍
事
指
揮
を
、
天
が
直
接
臣
下
で
あ

る
傅
説
に
命
じ
た
と
す
る
こ
と
は
考
え
難
く
、
そ
こ
に
は
子
居
氏
が
主
張
す
る
通
り
、
殷
王
で
あ
る
武
丁
の
介
在
が
あ
っ
た
と
捉
え
た
方

が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
天
命
と
王
命
の
関
係
、
特
に
天
命
に
王
が
仮
託
す
る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、

次
の
『
穀
梁
伝
』
宣
公
十
五
年
の
記
事
に
よ
り
、
王
命
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

③【
経
】
王
札
子
殺
召
伯
・
毛
伯
。（
王
札
子 

召
伯
・
毛
伯
を
殺
す
。）

　
【
伝
】 （
前
略
）「
殺
召
伯
・
毛
伯
」、「
其
」
と
言
わ
ざ
る
は
、
何
ぞ
や
。
両
下
相
殺
せ
ば
な
り
。
両
下
相
殺
す
は
、『
春
秋
』
に
志し
る

さ

ず
。
此こ

こ

に
其
れ
志し
る

す
は
何
ぞ
や
。
王
命
を
矯い
つ
わり

て
以
て
之
を
殺
す
は
、
忿
怒
し
て
相
殺
す
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
曰
く
、
王
命

を
以
て
殺
す
、
と
。
王
命
を
以
て
殺
さ
ば
、
則
ち
何
ぞ
志
さ
ん
。
天
下
の
主
為
る
者
は
、
天
な
り
。
天
を
継
ぐ
者
は
、
君
な
り
。

君
の
存
す
る
所
の
者
は
、
命
な
り
。
人
臣
為
り
て
其
の
君
の
命
を
侵
し
て
之
を
用
う
る
は
、
是
れ
臣
な
ら
ず
。
人
君
為
り
て
其

の
命
を
失
す
る
は
、
是
れ
君
な
ら
ず
。
君
君
な
ら
ず
、
臣
臣
な
ら
ざ
れ
ば
、
此
れ
天
下
の
傾
く
所
以
な
り
。
（
15
）

　

こ
こ
で
は
、『
春
秋
』
に
は
通
常
、
臣
下
同
士
の
殺
人
は
記
さ
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
王
命
と
偽
っ
て
殺
害
し
た
事
件
で
あ
る
た
め
、
記
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述
さ
れ
た
の
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
下
の
主
宰
者
は
天
で
あ
り
、
そ
れ
を
継
ぐ
者
は
王
で
あ
り
、
王
の
発
す
る
命
は
、
王

の
存
在
意
義
と
も
等
し
い
権
威
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
臣
下
の
立
場
で
こ
れ
を
偽
り
用
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
君
臣
関
係
は
崩

れ
、
天
下
も
傾
い
て
し
ま
う
た
め
、
そ
の
戒
め
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

小
南
一
郎
氏
は
、「
天
命
」
に
つ
い
て
「
天
が
自
か
ら
の
元
子

0

0

（
嫡
子
）
と
認
め
た
王
者
に
与
え
」
る
も
の
と
述
べ
て
お
り
、
高
島
敏

夫
氏
は
、
西
周
期
の
「
王
命
」
に
つ
い
て
「
王
は
天
子
と
も
称
し
、
王
命
は
「
天
」
の
ノ
リ
ト
と
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
た
」
と
し
、
政
治

的
な
性
格
を
持
つ
と
同
時
に
、「
天
命
」
を
背
景
に
、
な
お
殷
代
の
宗
教
的
な
性
格
を
併
せ
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
説
い
て
い
る
。
（
16
）

そ
れ

ぞ
れ
対
象
と
す
る
文
献
に
時
代
差
は
あ
る
も
の
の
、
先
に
見
た
『
穀
梁
伝
』
の
記
述
や
、
小
南
・
高
島
両
氏
の
見
解
か
ら
は
、
基
本
的
に

「
天
命
」
が
王
の
権
威
を
裏
付
け
、
ま
た
王
命
が
「
天
の
意
思
」
を
代
弁
す
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
状
況
が
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

清
華
簡
『
説
命
』
に
お
け
る
「
天
の
傅
説
に
対
す
る
失
仲
討
伐
の
命
」
か
ら
は
、
一
見
、「
革
命
思
想
」
を
も
連
想
さ
せ
る
強
烈
な
印

象
を
受
け
る
が
、
こ
の
よ
う
に
天
と
傅
説
と
の
間
に
「
天
子
」
た
る
王
が
介
在
し
、
天
命
を
代
弁
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
記
述
も

「
天
↓
王（
天
子
）↓
臣
下
」
と
い
う
階
層
制
度
を
保
持
し
た
従
来
の
「
天
命
」
の
枠
組
み
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

な
お
、
清
華
簡
『
説
命
』
の
中
に
は
、
殷
王
武
丁
の
「
汝
の
來
た
る
は
惟
れ
帝
命
な
り
」
と
い
う
発
言
が
見
え
る
が
、
こ
こ
で
い
う

「
帝
命
」
も
、
君
臣
関
係
の
逆
転
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
く
、
傅
説
が
賢
臣
と
し
て
王
の
政
治
を
支
え
る
よ
う
、
帝
（
天
）
に
よ
っ
て

武
丁
の
下
へ
と
お
く
ら
れ
た
と
い
う
上
下
階
層
を
保
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
主
に
清
華
簡
『
説
命
』
に
見
え
る
「
天
」
の
記
述
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
検
討
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
清
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華
簡
『
説
命
』
に
は
、
禍
福
を
下
す
人
格
神
的
な
天
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
い
こ
と
、
ま
た
討
伐
を
指
示
す
る
「
天
命
」
が
、
天
の
権

威
を
背
景
に
し
た
「
王
命
」
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
の
高
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
一
見
、「
革
命
思
想
」

を
連
想
さ
せ
る
「
天
命
」
と
関
連
付
け
ら
れ
た
「
王
命
」
の
記
述
、
特
に
王
権
の
中
で
も
祭
祀
と
並
び
重
視
さ
れ
る
討
伐
（
軍
事
指
揮
）

に
関
す
る
権
利
を
天
命
に
託
け
臣
下
に
譲
り
渡
す
記
述
内
容
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
伝
世
文
献
中
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
こ
れ
は
清

華
簡
『
説
命
』
の
特
色
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
李
学
勤
氏
に
よ
れ
ば
、
（
17
）
清
華
簡
に
は
、『
金
縢
』
や
『
説
命
』
以
外
に
も
『
尚
書
』
関
連
文
献
の
『
冏
命
』
や
、
殷
の
武
丁
と

彭
祖
と
の
問
答
を
記
し
た
『
殷
高
宗
問
于
三
寿
』
等
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
文
献
が
公
開
さ
れ
れ
ば
、
清
華
簡
『
尚
書
』

関
連
文
献
の
研
究
や
、
古
代
聖
賢
に
関
す
る
研
究
は
、
よ
り
大
き
く
進
展
す
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
公
開
が
待
た
れ
る
。

 

﹇
注
﹈

（
1
） 『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡〔
壹
〕』（
清
華
大
学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中
心
編
・
李
学
勤
主
編
、
中
西
書
局
、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
）。

（
2
） 

拙
稿「
清
華
簡『
周
武
王
有
疾
周
公
所
自
以
代
王
之
志（
金
縢
）』の
思
想
史
的
特
質
」（『
中
国
研
究
集
刊
』第
五
十
三
号
、二
〇
一
一
年
六
月
）を
参
照
。

（
3
） 

た
だ
し
、
整
理
者
は『
説
命
下
』に
つ
い
て
、
第
一
簡
が
欠
失
し
て
お
り
、
九
簡
の
み
が
現
存
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
4
） 

竹
簡
に
は
、
も
と
も
と
篇
題「
傅
説
之
命
」が
記
述
さ
れ
て
い
た
が
、
整
理
者
は
便
宜
上
、
本
文
献
を
内
容
順
に
、「
説
命
上
」「
説
命
中
」「
説
命
下
」と

仮
称
す
る
と
し
て
い
る
。

（
5
） 

拙
稿「『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡〔
参
〕』所
収
文
献
概
要
」（『
中
国
研
究
集
刊
』第
五
十
六
号
、
二
〇
一
三
年
六
月
）を
参
照
。

（
6
） 「
試
析
清
華
簡
《
説
命
》
的
結
構
」（
清
華
大
学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中
心
（http://w

w
w.tsinghua.edu.cn/publish/cetrp/6831/index.htm

l

）、

二
〇
一
三
年
五
月
七
日
）。

（
7
） 

帝
や
天
に
つ
い
て
は
、
島
邦
男『
殷
墟
卜
辞
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
七
五
年
）や
、
赤
塚
忠『
中
国
古
代
の
宗
教
と
文
化

│
殷
王
朝
の
祭
祀
』（
研

文
社
、
一
九
九
〇
年
一
月
）、
白
川
静『
白
川
静
著
作
集
5 

金
文
と
経
典
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
）な
ど
に
詳
し
い
。



清華簡『説命』の文献的特質13

（
8
） 「
秦
公
曰
、
不
顕
朕
皇
且
、
受
天
命
、
鼏
宅
禹
蹟（
秦
公
曰
く
、
不
顕
な
る
朕
が
皇
且
は
、
天
命
を
受
け
て
、
禹
の
蹟
に
鼏
宅
す
）」（
秦
公

）、「
虢
公
夢

在
廟
、
有
神
人
面
白
毛
虎
爪
、
執
鉞
立
于
西
阿
。
公
懼
而
走
。
神
曰「
無
走
。
帝
命
曰「
使
晋
襲
于
爾
門
」」（
虢
公
夢
に
廟
に
在
り
て
、
神
有
り
人
面

白
毛
虎
爪
に
し
て
、
鉞
を
執
り
西
阿
に
立
つ
。
公
懼
れ
て
走
る
。
神
曰
く
「
走
る
こ
と
無
か
れ
。
帝
命
じ
て
曰
く
「
晋
を
し
て
爾
が
門
に
襲い

ら
し
め

ん
」と
」。）」（『
国
語
』晋
語
二
）、「
天
厚
楚
邦
、
使
為
諸
侯
正（
天
楚
邦
を
厚
く
し
、
諸
侯
の
正
為
ら
し
む
）」（
上
博
楚
簡『
鄭
子
家
喪
』）な
ど
。

（
9
） 
子
居「
清
華
簡《
説
命
》上
篇
解
析
」（
二
〇
一
三
年
一
月
六
日
）、
子
居「
清
華
簡《
説
命
》中
篇
解
析
」（
二
〇
一
三
年
四
月
三
日
）、
子
居「
清
華
簡《
傅
説
之
命
》下

篇
解
析
」（
二
〇
一
三
年
七
月
八
日
）。
全
て
清
華
大
学
簡
帛
研
究
（http://w

w
w.confucius2000.com

/adm
in/lanm

u2/jianbo.htm

）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） 

清
華
簡『
説
命
』に
は
、
人
に
積
極
的
に
働
き
か
け
る「
帝
」の
記
述
も
見
え
る
。
該
当
箇
所
は
次
の
三
箇
所
。
①
帝
抑
尓
以
畀
余
、
抑
非
。（
帝
抑た

だ

尓
以
て
余
に
畀あ

た

う
る
の
み
か
、
抑そ
も
そも
非
な
る
か
。）（
上
篇
）、
②
惟
帝
以
余
畀
尓
、（
惟
れ
帝
余
を
以
て
尓
に
畀あ
た

え
、）（
上
篇
）、
③
曰「
汝
來
惟
帝
命
」。

（
曰
く「
汝
の
來
る
は
惟
れ
帝
命
な
り
」と
。）（
中
篇
）

（
11
） 「
読
清
華
簡
3
札
記（
一
）」（
清
華
大
学
簡
帛
研
究（http://w

w
w.confucius2000.com

/adm
in/lanm

u2/jianbo.htm

）、
二
〇
一
三
年
一
月
四
日
）。

（
12
） 

注（
9
）参
照
。

（
13
） 

該
当
箇
所
は
次
の
と
お
り
。
今
遝
夫
好
攻
伐
之
君
、
又
飾
其
説
以
非
子
墨
子
曰「
以
攻
伐
之
為
不
義
、
非
利
物
与
。
昔
者
禹
征
有
苗
、
湯
伐
桀
、
武
王

伐
紂
、
此
皆
立
為
聖
王
、
是
何
故
也
」。
子
墨
子
曰「
子
未
察
吾
言
之
類
、
未
明
其
故
者
也
。
彼
非
所
謂
攻
、
謂
誅
也
」。
他
に
も『
荀
子
』成
相
・『
呂

氏
春
秋
』離
俗
覧（
上
徳
）・『
戦
国
策
』魏
策
な
ど
、
戦
国
後
期
〜
漢
代
の
文
献
に
類
似
し
た
内
容
が
見
え
る
。

（
14
） 

該
当
箇
所
前
後
の
文
は
次
の
と
お
り
。「
公
曰「
君
奭
。
我
聞
在
昔
、
成
湯
既
受
命
、
時
則
有
若
伊
尹
、
格
于
皇
天
。（
中
略
）公
曰「
君
奭
。
在
昔
、
上

帝
割
申
勧
寧
王
之
徳
、
其
集
大
命
于
厥
躬
。
惟
文
王
尚
克
修
和
我
有
夏
、
亦
惟
有
若
虢
叔
、
有
若
閎
夭
、
有
若
散
宜
生
、
有
若
泰
顛
、
有
若
南
宮
括
」。

（
15
） 

原
文
は
次
の
と
お
り
。
殺
召
伯
・
毛
伯
、
不
言
其
、
何
也
。
両
下
相
殺
也
。
両
下
相
殺
、
不
志
乎『
春
秋
』。
此
其
志
何
也
。
矯
王
命
以
殺
之
、
非
忿
怒

相
殺
也
、
故
曰
、
以
王
命
殺
也
。
以
王
命
殺
、
則
何
志
焉
。
為
天
下
主
者
、
天
也
。
継
天
者
、
君
也
。
君
之
所
存
者
、
命
也
。
為
人
臣
而
侵
其
君
之
命

而
用
之
、
是
不
臣
也
。
為
人
君
而
失
其
命
、
是
不
君
也
。
君
不
君
、
臣
不
臣
、
此
天
下
所
以
傾
也
。

（
16
） 

小
南
一
郎「
天
命
と
徳
」（『
東
方
学
報
』第
六
十
四
号
、
一
九
九
二
年
三
月
）、
高
島
敏
夫「
西
周
時
代
に
お
け
る「
天
令（
命
）」と「
大
令（
命
）」
─

「
天
令（
命
）」「
大
令（
命
）」の
意
義
変
遷
が
示
す
も
の（
一
）」（『
学
林
』第
四
十
八
号
、
二
〇
〇
八
年
十
一
月
）。

（
17
） 「
清
華
簡
与《
尚
書
》、《
逸
周
書
》的
研
究
」「
新
整
理
清
華
簡
六
種
概
述
」（
李
学
勤『
初
識
清
華
簡
』、
中
西
書
局
、
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
文
学
研
究
科
助
教
）
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　　初看『説命』中的「天命」會有很強烈的印象甚至讓人聯想到「革命思

想」的意味，但天與傅説之間存在著作爲「天子」的王，如果王是代言天命

的話，該處的記述也沒有超越具有「天→王（天子）→臣下」的這一階層制度

的「天命」的結構。
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摘要

清華簡『説命』的文獻特質
以天的思想爲中心

金城 未來

　　近年來在中國大陸相繼發現了一批新出土的文獻，依據這些文獻展開的古

代史的重新考證正在進行之中。

　　本論文的研究對象是出版於2012年12月的『清華大學藏戰國竹簡〔参〕』

中收錄的文獻『説命』。主要分析此文獻中頗具特點的與天有關的記述，旨在

闡明它的特質。

　　被冠名爲「説命」的這篇文獻，正如很多研究者指出的那樣，在漢初伏生

傳播的今文『尚書』裡找不到它，但在東晉梅賾獻上的僞古文『尚書』中卻能

發現它。本論文在説明了清華簡『説命』的書誌情況後，通過筆者制作的僞古

文『尚書』説命與清華簡『説命』對照表的比較分析，總結出了兩文獻内容上

的不同之處。此後對清華簡『説命』中出現的所有天的記述，共八處分別進行

了具體的分析。

　　經過分析得到的結論是清華簡『説命』裡出現的，「天出不祥」「天章之用

九德」「余罔墜天休」「余惟弗雍天之命」等記述都是把天作爲降臨恩惠或災難

的，具有人格的神的存在。其中最重要的是殷王武丁対后来成爲他重臣的傅説

所説的「天廼命説伐失仲（天命傅説討伐失仲）」的記述。

　　有關該處的記述，存在著兩種理解方式，一種理解爲人君(王 )假託天命

授命於臣，一種理解爲「天」直接授命於臣，與王的旨意無關。但在『尚書』

及其它先秦文獻中可以看到的討伐所渉及的天命的記述，都是国家的最高統治

者的「王」及「諸侯」爲了給討伐找一個正當化的理由而提出的，並不是天直

接向「臣下」下達討伐的命令。因此，筆者認爲清華簡『説命』中的「命傅説

討伐失仲的天之命」的自然的理解方式是武丁向傅説代言天意，也就是以天命

爲借口的王命的記述。


